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京都民医連アスベスト対策委員会 
はじめに 
アスベストはこれからの病気と言われています。建設労働者やその家族だけでなく、建物解

体での飛散や曝露が社会問題となっています。民医連のどの院所にも、アスベスト関連疾患

の疑いのある患者さんが来院されることを想定して、参考資料としてこの冊子を作成しま

した。ぜひお読みください。 
 
 
Ⅰ アスベスト診断支援ツール活用のお願い 

 
 2017 年 4 月に全日本民医連労働者健康問題委員会がアスベスト関連疾患診断支援サイト

を立ち上げました。このサイトは、アスベスト被害の可能性がある患者を一人も見落とさな

いように医療現場ですぐに使えて、患者支援に役立つものをめざしたものです。 

 臨床現場で診断のツールとして、また労災申請や健康手帳発行申請を具体的にすすめら

れるツールとして利用できるサイトです。医師だけでなく、事務、看護師、ＳＷの利用も想

定しています。アスベスト一般の基礎知識や石綿作業の写真など豊富な参考資料も掲載さ

れています。フローチャート図をクリックすると制度の説明や各種診断・申請書の記載例を

参照できます。昨年、あすかい病院でアスベストの労災申請を行った主治医の石橋医師から

も「あのサイトは非常によかった」との声をいただきました。 
 

サイトへは、全日本民医連のホームペ

ージから「職員のページ」にある「アス

ベスト関連疾患診断支援サイト」のバ

ナーをクリックして下さい。 
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Ⅱ アスベスト労災申請の手引き 
 
院所から労災申請を行う一般的なケースは、下図のように、①患者さんの求めにより休業補

償請求書(様式 8 号)への医師の証明を行う場合や⑥労災医療費請求(様式第 5 号)を行う場合

です。申請後主治医への意見書依頼や医学的資料の提出依頼がされます。 
 
ぞれぞれの請求用紙は厚生労働省ホームページよりダウンロードするか、最寄りの監督署

より入手できます。それぞれ請求期間があり、期限内に請求する必要があります。 

      （全建総連「医師・医療機関の皆様へ アスベスト疾患」パンフより) 
 
なお、石綿肺は労災申請する前に、京都労働局で、じん肺管理区分決定を受けることが必要

です。本人の「じん肺管理区分決定申請書」等の申請書にエックス線写真(CD-ROM 不可※)、
「エックス線写真の区分」「撮像表示条件確認表」等の提出が必要となります。 
 
※京都の場合、じん肺管理区分決定での読影は、じん肺診査医がシャーカステン上で等身大の胸部エック

ス線写真を同じ大きさのじん肺標準エックス線写真集と比較して行うので、フィルム出力が必要で、高精

細ディスプレイが労働局に無い現状では、CD-ROM に保存したエックス線写真では管理区分を決定すること

ができません。また、通達で示されたメーカー・機種ごとの撮影条件・表示条件を守っていただかないと、

昔のアナログ写真と同様の条件で撮影したことにならず、じん肺標準エックス線写真集との比較読影がで

きません。 



Ⅲ 石綿(アスベスト)健康被害救済制度の申請の手引き 

 

石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とな

らない方に対して、医療費等の救済給付を支給する制度です。認定を受けると医療費自己負

分や療養手当（103,870 円／月）等の給付を受けることができます。詳細はアスベスト関連

疾患診断支援サイトもしくは環境再生保全機構(ERCA)のホームページを参照願います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ERCA 石綿(アスベスト)健康被害救済制度認定申請の手引き」パンフより) 



Ⅳ その他 診断・申請書 記載例 

 



 
(アスベスト関連疾患診断支援サイトより) 

 



全建総連「医師・医療機関の皆様へ アスベスト疾患」パンフより)         


